
＜水俣病＞

却下 取消し 棄却 計

1 145 39 0 2 104 106 145 0

2 28 8 0 2 9 11 19 9

3 509 307 4 7 162 173 480 29

4 130 57 1 3 59（1） 63（1） 120（1） 10

812 411 5 14 334（1） 353（1） 764（1） 48

（注）上表括弧内は今回裁決文（内数）

却下 取消し 棄却 計

75 17 1 13 35（1） 49（1） 66（1） 9

18 0 2 1 14 17 17 1

11 2 0 3 6（1） 9（1） 11（1） 0

15 3 1 0 7 8 11 4

2 0 0 0 2 2 2 0

121 22 4 17 64（2） 85（2） 107（2） 14

40 3 2 3 32（1） 3７（1） 40（1） 0

33 0 2 1 29 32 32 1

14 1 1 2 7（2） 10（2） 11（2） 3

4 0 1 0 2 3 3 1

2 0 0 0 2 2 2 0

93 4 6 6 72（3） 84（3） 88（3） 5

救済給付調整金
等 2 0 0 0 1 1 1 1

216 26 10 23 137（5） 170（5） 196（5） 20

（注）上表括弧内は今回裁決文（内数）
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計
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熊本県

鹿児島県

合計

中皮腫

＜石綿関係疾病＞

原処分庁

新潟県

新潟市

びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚

中皮腫

気管支又は肺の悪性新生物

石綿肺

未処理
件数

未処理
件数取下げ

　　　裁　　決　　

審査請求
件数

（平成29年３月31日現在）

計取下げ
　　　裁　　決　　


